
○小田原市地震被害軽減化事業補助金交付要綱

平成３０年９月２５日要綱第９１号

改正

平成３１年４月１日要綱第１２号

令和２年４月１日要綱第２５号

令和３年３月２日要綱第１２号

令和４年４月１日要綱第１７号

令和５年４月１日要綱第４１号

令和７年３月３１日要綱第７４号

小田原市地震被害軽減化事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、予算の範囲内にお

いて、地震被害軽減化事業に係る補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

て、小田原市補助金の交付等に関する規則（昭和５６年小田原市規則第２号。以下

「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(1)　ブロック塀等　市内に存するコンクリートブロック、大谷石、万年塀、レンガ

を用いて築造した塀又は門柱であって、高さが１メートルを超えるもの又は市長が

特に危険と認めたものをいう。

(2)　道路　国、地方公共団体その他の公法人が所有し、若しくは管理する道又は建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条に定める道

路のいずれかに該当するものをいう。

(3)　撤去　ブロック塀等（基礎等は含まない）を道路面（擁壁がある場合にあって

は、擁壁の上端）から４０センチメートル以下の高さにすることをいう。ただし、

家屋等の建て替え又は解体を伴わない工事に限る。

(4)　感震ブレーカー　地震の揺れを感知して、自動的にブレーカーを落として電気

を遮断する機器をいう。種類は、分電盤タイプ（内蔵型、後付型）、コンセントタ

イプ、簡易タイプなどがあげられる。
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（補助金交付の種類等）

第３条　補助金の種類、補助金交付の目的、補助対象者、補助対象事業及び補助金額等

は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでな

い。

（交付申請書の様式等）

第４条　規則第４条第１項に規定する交付申請書の様式、提出期限並びに同条第２項及

び第３項の規定による交付申請書に添付を要する書類は、別表に定めるとおりとす

る。

（交付決定の審査基準）

第５条　規則第５条第１項に規定する書類の審査及び現地調査等の審査基準は、別表に

定めるとおりとする。

（交付条件）

第６条　規則第６条の規定による条件は、次のとおりとする。

(1)　補助事業を変更、中止又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受

けなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認めたものについては、この限

りでない。

(2)　補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又

は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受け

なければならない。

(3)　規則及びこの要綱の定めに従うこと。

（決定通知書）

第７条　規則第７条の規定による補助金等交付決定通知書の様式は、別表に定めるとお

りとする。

２　補助金の交付をしない決定をしたときは、補助金不交付決定通知書（様式第１号）

により通知するものとする。

（変更等の承認）

第８条　規則第６条第１項第１号及び第２号の規定により市長の承認を受けようとする

者は、補助事業変更・中止・廃止承認申請書（様式第２号）に変更の内容及び理由又

は中止若しくは廃止の理由を記載した書類を添付して市長に提出しなければならな

い。

2/28



（申請の取り下げ）

第９条　規則第８条第１項の規定により申請を取り下げようとする場合は、速やかに補

助金交付申請取下書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

２　規則第８条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付の決定の通知を

受理した日から３０日を経過する日までとする。

（交付決定取消通知等）

第１０条　規則第９条第３項又は第１６条第４項の規定による交付決定の全部若しくは

一部の取消し又は決定内容若しくはこれに付した条件の変更は、補助金交付決定（一

部）取消・変更通知書（様式第４号）によるものとする。

（補助事業の遂行の指示）

第１１条　規則第１２条の規定による指示は、指示書（様式第５号）によるものとす

る。

（実績報告）

第１２条　補助金の交付決定を受けた者のうち、交付決定後に工事等を行う者は、速や

かに事業を実施し、これを終了したときは、実績報告書を市長に提出しなければなら

ない。

２　規則第１３条の規定による実績報告書の様式、当該報告書に添付を要する書類及び

提出期限は、別表に定めるとおりとする。

（補助金の額の確定）

第１３条　規則第１４条に規則する書類の審査及び現地調査等の審査基準は別表に定め

るとおりとする。

２　前項による審査の結果、補助事業の内容と成果が、補助金の交付の決定の内容及び

これに付した条件に適合すると認めたときは、市長は、交付すべき補助金の額を確定

し、補助金額確定通知書（様式第１５号）により補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第１４条　市長は、前条に規定する実績報告書等の内容が適当であると認めたときは、

書類提出後１月以内に補助金を交付するものとする。

（補助事業者への指示）

第１５条　規則第１５条第１項の規定による指示は、指示書によるものとする。

（補助金の返還）
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第１６条　規則第１７条の規定による補助金の返還の通知は、補助金返還通知書（様式

第６号）によるものとする。

附　則

この要綱は、平成３０年９月２５日から施行する。

（施行期日）

１　この要綱は、令和７年８月１日から施行する。

（経過措置）

２　改正前の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、当面の間、所要の調整を

して使用することができる。

別表（第３条、第４条、第５条、第７条、第12条、第13条関係）

１　ブロック塀等撤去費補助金

補助金交付の目
地震災害等による被害の軽減及び避難路等の安全の確保を図る

的

補助対象者 事業の対象となるブロック塀等を所有する者

補助対象事業 道路、公共施設及び学校教育法第１条に規定する学校、保育所

等、児童福祉施設、公民館、学校指定通学路（私道を含む）に面

したブロック塀等を撤去する工事（以下「撤去工事」とい

う。）。ただし、次に掲げるものは補助対象としない。

１　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条に規定する開発

行為に伴う撤去工事

２　事業を行う者が当該事業に係る棚卸資産（所得税法第２条第

１項第16号に規定する棚卸資産又は法人税法第２条第20号に規

定する棚卸資産をいう。）として所有する土地上に存するブ

ロック塀等を撤去する撤去工事

３　国、地方公共団体その他の公共団体が行う撤去工事

４　撤去跡地に道路面から40センチメートルを超えるブロック塀

等を築造するために行われる撤去工事

５　同一道路に撤去されないブロック塀等が残る撤去工事

６　この要綱又は小田原市地震被害軽減化促進事業補助金交付要

綱を廃止する要綱（平成29年４月１日制定）による廃止前の小

4/28



田原市地震被害軽減化促進事業補助金交付要綱（平成22年４月

１日制定）の規定により補助金の交付決定を受けた者又は同要

綱附則第２項の規定による廃止前の小田原市危険な塀撤去促進

事業費補助金交付要綱（平成16年４月１日制定）の規定により

補助金の交付を受けた者が行う撤去工事

７　家屋等の建て替え又は解体を伴う撤去工事

８　各号までに掲げるもののほか、市長が補助の対象として特に

不適当と認める撤去工事

ブロック塀等の長さ１ｍ（少数点以下切り捨て）当たり１万円

（限度額10万円）

ただし、工事見積書額が補助金の限度額を下回る場合、工事見
補助金額

積額（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）を補助金の

限度額とする。また、算出した補助金の額に千円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。

様式 様式第７号

提 出 期
事業実施前

限

１　事業計画書（様式第８号）

２　ブロック塀等の位置の分かる平面図及びブロック塀等の立面

図、断面図（事業実施前及び実施後）

３　ブロック塀等の撤去に要する費用の見積書の写し

４　境界に関する同意書（様式第９号）又はそれに代わる書類

※ブロック塀等が私有地に面する場合に限る
添 付 書

５　撤去を行うブロック塀等の写真
類

６　誓約書（様式第10号）

交 付 ７　口座振替依頼書

申 請 ８　工事実施に関する同意書（様式第11号）

※ブロック塀等を所有する者と土地若しくは家屋を所有する書

者が異なる場合に限る。

９　前各号までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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申 請 期
事業を行う日の属する年度の11月30日まで

間

１　事業の目的・内容は補助金の交付目的に合っているか。

２　事業計画は、補助の要件（補助対象者・補助対象事業で定め

ている項目）を満たしているか。
審 査 基

３　成果目標は、市民への説明責任を果たせるものになっている
準

か。

４　経費配分、使用方法は事業遂行のうえで適当な額か。

５　補助申請額は、正しく算出されているか

補助金等交付決
様式第12号

定通知書様式

様式 様式第13号

１　各工程の状態を撮影した写真

２　ブロック塀等の撤去に要する費用の施工者から申請者への領

収書等の写し
添 付 書

３　境界に関する確認書（様式第14号）
類

実 績 ※申請時に境界に関する同意書（様式第９号）を提出した者

報 告 で、本工事において基礎を解体した者に限る。

書 ４　その他市長が必要と認める書類

提 出 期
事業を行った日の属する年度の12月28日まで

限

１　事業内容、経費の使用実績は、交付申請時の内容と相違がな
審 査 基

いか。
準

２　成果目標が達成されているか。

２　感震ブレーカー設置費補助金

(１)設置工事を伴わない感震ブレーカー

補助金交付の目 大規模地震発生時の通電火災を抑制し、他の住宅への延焼を防ぐ

的 ことで火災による被害の軽減を図る

市内に所在する戸建て住宅、集合住宅等に居住もしくはこれを所
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有している個人または団体
補助対象者

※既に本補助金の交付を受けて購入した感震ブレーカーが設置さ

れている住宅等に居住する者は除く。

次の要件のいずれにも該当する事業を対象とする。

１　交付申請を行う日の属する年度の４月１日以降に購入、設置

　をしたもの。

２　戸建て住宅、集合住宅等への感震ブレーカーの設置。

３　対象となる感震ブレーカーの種類は、コンセントタイプ、簡

易タイプ等。
補助対象事業

４　１戸の住宅（集合住宅にあっては住戸）に対し、感震ブレー

カー１個までを対象とする。

ただし、次に掲げるものは補助対象としない。

(１)国、地方公共団体その他の公共団体が行う設置

(２)各号までに掲げるもののほか、市長が補助の対象として特

に不適当と認める設置

１件あたり、２千円

ただし、見積額が補助金の限度額を下回る場合、見積額（消費

補助金額 税及び地方消費税に相当する額を除く。）を補助金の限度額とす

る。また、算出した補助金の額に百円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。

様式 様式第16号

提 出 時
購入・設置後

期

１　感震ブレーカー購入先からの領収書等の写し

２　感震ブレーカーを設置した状態を撮影した写真

添 付 書 ３　口座振替依頼書

類 ４　設置（工事）に関する同意書（様式第17号）

※集合住宅等の所有者が設置する場合
交 付

５　前各号までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申 請

申 請 期
事業を行った日の属する年度の12月28日まで書

限
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１　事業の目的・内容は補助金の交付目的に合っているか。

２　事業計画は、補助の要件（補助対象者・補助対象事業で定め

ている項目）を満たしているか。
審 査 基

３　成果目標は、市民への説明責任を果たせるものになっている
準

か。

４　補助申請額は、正しく算出されているか。

５　成果目標が達成されているか。

補助金等交付決
様式第18号

定通知書様式

(２)設置工事を伴う感震ブレーカー

補助金交付の目 大規模地震発生時の通電火災を抑制し、他の住宅への延焼を防ぐ

的 ことで火災による被害の軽減を図る

市内に所在する戸建て住宅、集合住宅等に居住もしくはこれを所

有している個人または団体
補助対象者

※既に本補助金の交付を受けて購入した感震ブレーカーが設置さ

れている住宅等に居住する者は除く。

次の要件のいずれにも該当する事業を対象とする。

１　戸建て住宅、集合住宅等への感震ブレーカーの設置。

２　対象となる感震ブレーカーの種類は、分電盤タイプ（内蔵

型、後付型）等。

３　１戸の住宅（集合住宅にあっては住戸）に対し、感震ブレー
補助対象事業

カー１個までを対象とする。

ただし、次に掲げるものは補助対象としない。

(１)国、地方公共団体その他の公共団体が行う設置

(２)各号までに掲げるもののほか、市長が補助の対象として特

に不適当と認める設置

１件あたり、２千円

ただし、見積額が補助金の限度額を下回る場合、見積額（消費

補助金額 税及び地方消費税に相当する額を除く。）を補助金の限度額とす
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る。また、算出した補助金の額に百円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。

様式 様式第16号

提 出 期
事業実施前

限

１　感震ブレーカー設置に関する見積書等の写し

２　口座振替依頼書
添 付 書

３　設置（工事）に関する同意書（様式第17号）
類

※賃貸住宅等の居住者が、工事を伴う設置を行う場合
交 付

４　前各号までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申 請

申 請 期
事業を行う日の属する年度の11月30日まで書

限

１　事業の目的・内容は補助金の交付目的に合っているか。

２　事業計画は、補助の要件（補助対象者・補助対象事業で定め

審 査 基 ている項目）を満たしているか。

準 ３　成果目標は、市民への説明責任を果たせるものになっている

か。

４　補助申請額は、正しく算出されているか。

補助金等交付決 様式第18号

定通知書様式

様式 様式第19号

１　感震ブレーカーを設置した状態を撮影した写真

添 付 書 ※工事を伴う場合は、各工程の状態を撮影した写真も必要

実 績 類 ２　感震ブレーカー購入先からの領収書等の写し

報 告 ３　その他市長が必要と認める書類

提 出 期書
事業を行った日の属する年度の12月28日まで

限

審 査 基 １　事業内容は、交付申請時の内容と相違がないか。

準 ２　成果目標が達成されているか。
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様式第１号（第７条関係）
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様式第２号（第８条関係）
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様式第３号（第９条関係）
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様式第４号（第10条関係）
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様式第５号（第11条、第15条関係）
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様式第６号（第16条関係）
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様式第７号（別表１関係）
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様式第８号（別表１関係）
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様式第９号（別表１関係）
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様式第10号（別表１関係）
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様式第11号（別表１関係）
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様式第12号（別表１関係）
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様式第13号（別表１関係）
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様式第14号（別表１関係）

23/28



様式第15号（第13条関係）
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様式第16号（別表２関係）
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様式第17号（別表２関係）
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様式第18号（別表２関係）
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様式第19号（別表２関係）
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